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条 例  

 

 次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。  

   令 和 ６ 年 ２ 月 22 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例  

２  横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

３  区 の 設 置 並 び に 区 の 事 務 所 の 位 置 、 名 称 及 び 所 管 区 域 を 定 め る

条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

４  横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 等 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る 条

例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

５  横 浜 市 児 童 相 談 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

６  横 浜 市 斎 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

７  横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

８  横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

９  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

10  横 浜 市 婦 人 相 談 員 の 費 用 弁 償 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

11  横 浜 市 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に

関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例  
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横 浜 市 条 例 第 １ 号  

   横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 建 築 条 例  

 （ 趣 旨 ）  

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 。 以 下 「

法 」 と い う 。 ） 第 49 条 第 ２ 項 及 び 第 50 条 の 規 定 に 基 づ き 都 市 計 画

法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 ８ 条 第 １ 項 第 ２ 号 に 掲 げ る 特 別 用

途 地 区 と し て 定 め る 横 浜 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 （ 以 下 「

生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 」 と い う 。 ） 内 に お け る 建 築 物 の

建 築 の 制 限 の 緩 和 及 び 敷 地 等 に 関 す る 制 限 そ の 他 必 要 な 事 項 に つ

い て 定 め る も の と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は 、 法 、 建 築 基 準 法 施 行 令 （

昭 和 25 年 政 令 第  338 号 ） 及 び 都 市 計 画 法 の 例 に よ る 。  

 （ 建 築 物 の 建 築 の 制 限 の 緩 和 及 び 敷 地 等 に 関 す る 制 限 ）  

第 ３ 条  生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地 区 内 に お い て は 、 法 第 48 条 第

１ 項 本 文 及 び 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ り 建 築 し て は な ら な い 建 築 物

の う ち 別 表 第 １ に 掲 げ る 建 築 物 （ 同 条 第 １ 項 た だ し 書 及 び 第 ２ 項

た だ し 書 の 規 定 に よ り 許 可 を 受 け て 建 築 す る も の を 除 く 。 以 下 「

特 定 用 途 建 築 物 」 と い う 。 ） を 建 築 す る こ と が で き る 。  

２  特 定 用 途 建 築 物 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 建 築 物 の 区 分 に 応 じ 、 当

該 各 号 に 定 め る 基 準 に 適 合 す る も の で な け れ ば な ら な い 。  

 (1)  別 表 第 １ 第 １ 号 に 規 定 す る 建 築 物  別 表 第 ２ 第 １ 項 第 １ 号 の

基 準  

 (2)  別 表 第 １ 第 ２ 号 に 規 定 す る 建 築 物  別 表 第 ２ 第 １ 項 第 １ 号 及

び 第 ３ 項 の 基 準  

 (3)  別 表 第 １ 第 ３ 号 に 規 定 す る 建 築 物  別 表 第 ２ 第 １ 項 第 ２ 号 及

び 第 ３ 号 、 第 ２ 項 並 び に 第 ３ 項 の 基 準  

 （ 建 築 主 等 の 責 務 ）  

第 ４ 条  特 定 用 途 建 築 物 の 建 築 主 （ 用 途 を 変 更 す る 場 合 に あ っ て は

、 特 定 用 途 建 築 物 の 所 有 者 、 管 理 者 又 は 占 有 者 。 第 ６ 条 第 ２ 項 に

お い て 同 じ 。 ） は 、 当 該 特 定 用 途 建 築 物 の 建 築 （ 用 途 の 変 更 を し

て 特 定 用 途 建 築 物 に す る こ と を 含 む 。 ） に 当 た っ て は 、 周 辺 住 民

等 に 対 し 計 画 内 容 を 事 前 に 周 知 す る よ う 努 め る と と も に 、 事 業 活

動 に 伴 い 発 生 す る 騒 音 、 悪 臭 、 自 動 車 交 通 の 渋 滞 、 照 明 設 備 等 か

ら の 光 に よ る 周 辺 環 境 へ の 悪 影 響 等 を 防 止 す る た め の 措 置 そ の 他

の 必 要 な 措 置 を 講 ず る こ と に よ り 、 生 活 利 便 機 能 誘 導 低 層 住 居 地

区 に お け る 良 好 な 住 居 の 環 境 を 確 保 す る よ う 努 め な け れ ば な ら な

い 。  

 （ 委 任 ）  

第 ５ 条  こ の 条 例 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に つ い て 必
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要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

 （ 罰 則 ）  

第 ６ 条  第 ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 違 反 し た 場 合 に お け る 当 該 特 定 用 途

建 築 物 又 は 建 築 設 備 の 設 計 者 （ 設 計 図 書 を 用 い な い で 工 事 を 施 工

し 、 又 は 設 計 図 書 に 従 わ な い で 工 事 を 施 工 し た 場 合 に お い て は 、

当 該 特 定 用 途 建 築 物 又 は 建 築 設 備 の 工 事 施 工 者 ） は 、   500,000  円

以 下 の 罰 金 に 処 す る 。  

２  前 項 に 規 定 す る 違 反 が あ っ た 場 合 に お い て 、 そ の 違 反 が 特 定 用

途 建 築 物 の 建 築 主 又 は 建 築 設 備 の 設 置 者 の 故 意 に よ る も の で あ る

と き は 、 当 該 設 計 者 又 は 工 事 施 工 者 を 罰 す る ほ か 、 当 該 特 定 用 途

建 築 物 の 建 築 主 又 は 建 築 設 備 の 設 置 者 に 対 し て 同 項 の 刑 を 科 す る

。  

３  法 人 の 代 表 者 又 は 法 人 若 し く は 人 の 代 理 人 、 使 用 人 そ の 他 の 従

業 者 が そ の 法 人 又 は 人 の 業 務 に 関 し て 、 前 ２ 項 の 違 反 行 為 を し た

場 合 に お い て は 、 そ の 行 為 者 を 罰 す る ほ か 、 そ の 法 人 又 は 人 に 対

し て 第 １ 項 の 刑 を 科 す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

別 表 第 １ （ 第 ３ 条 ）  

 (1)  事 務 所 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 第  130 条 の ３ 第 １ 号 に 規 定 す る 事

務 所 を い う 。 ） に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が  150 平 方 メ ー ト

ル 以 内 の も の （ ３ 階 以 上 の 部 分 を そ の 用 途 に 供 す る も の を 除 く

。 ）  

 (2)  次 に 掲 げ る 用 途 に 供 す る 部 分 の 床 面 積 の 合 計 が  150 平 方 メ ー

ト ル 以 内 の も の （ ３ 階 以 上 の 部 分 を そ の 用 途 に 供 す る も の を 除

く 。 ）  

  ア  食 堂 又 は 喫 茶 店  

  イ  理 髪 店 、 美 容 院 、 ク リ ー ニ ン グ 取 次 店 、 質 屋 、 貸 衣 装 屋 、  

   貸 本 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗  

  ウ  洋 服 店 、 畳 屋 、 建 具 屋 、 自 転 車 店 、 家 庭 電 気 器 具 店 そ の 他

こ れ ら に 類 す る サ ー ビ ス 業 を 営 む 店 舗 で 作 業 場 の 床 面 積 の 合

計 が 50 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の （ 原 動 機 を 使 用 す る 場 合 に あ

っ て は 、 そ の 出 力 の 合 計 が 0.75 キ ロ ワ ッ ト 以 下 の も の に 限 る

。 ）  

  エ  自 家 販 売 の た め に 食 品 製 造 業 （ 食 品 加 工 業 を 含 む 。 ） を 営

む パ ン 屋 、 米 屋 、 豆 腐 屋 、 菓 子 屋 そ の 他 こ れ ら に 類 す る も の

で 作 業 場 の 床 面 積 の 合 計 が 50 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の （ 原 動

機 を 使 用 す る 場 合 に あ っ て は 、 そ の 出 力 の 合 計 が 0.75 キ ロ ワ

ッ ト 以 下 の も の に 限 る 。 ）  

  オ  学 習 塾 、 華 道 教 室 、 囲 碁 教 室 そ の 他 こ れ ら に 類 す る 施 設  
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 (3)  日 用 品 の 販 売 を 主 た る 目 的 と す る 店 舗 に 供 す る 部 分 の 床 面 積

の 合 計 が  250 平 方 メ ー ト ル 以 内 の も の （ ３ 階 以 上 の 部 分 を そ の

用 途 に 供 す る も の を 除 く 。 ）  

別 表 第 ２ （ 第 ３ 条 第 ２ 項 ）  

１  敷 地 に 関 す る 基 準  

 (1)  特 定 用 途 建 築 物 の 敷 地 が 、 幅 員 ４ メ ー ト ル 以 上 の 道 路 に １ 箇

所 で 敷 地 の 外 周 の 長 さ の ７ 分 の １ 以 上 接 し 、 か つ 、 そ の 接 す る

部 分 に 主 要 な 出 入 口 を 設 け た も の で あ る こ と 。  

 (2)  特 定 用 途 建 築 物 の 敷 地 が 、 次 に 掲 げ る 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

  ア  過 半 が 第 二 種 低 層 住 居 専 用 地 域 に 属 す る こ と 。  

  イ  主 要 地 域 生 活 道 路 （ 主 要 な 地 域 の 生 活 道 路 と し て 市 長 が 定

め る も の を い う 。 次 号 ア に お い て 同 じ 。 ） に １ 箇 所 で 敷 地 の

外 周 の 長 さ の ７ 分 の １ 以 上 接 し 、 か つ 、 そ の 接 す る 部 分 に 主

要 な 出 入 口 を 設 け た も の で あ る こ と 。  

 (3)  特 定 用 途 建 築 物 の 敷 地 内 に 自 動 車 の 駐 車 の た め の 施 設 を 設 け

、 そ の 自 動 車 用 の 出 入 口 が 次 に 掲 げ る 規 定 に 適 合 す る こ と 。  

  ア  主 要 地 域 生 活 道 路 に 接 す る 部 分 の み に 設 け る こ と 。  

  イ  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 35 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 20 号 ） 第  

   47 条 の ２ 各 号 に 掲 げ る 道 路 に 接 す る 部 分 に 設 け な い こ と 。  

  ウ  横 浜 市 建 築 基 準 条 例 第 48 条 第 １ 項 に 規 定 す る 自 動 車 用 の 出  

   口 の 基 準 に 適 合 す る こ と 。  

２  構 造 に 関 す る 基 準  

  特 定 用 途 建 築 物 の 外 壁 又 は こ れ に 代 わ る 柱 の 面 か ら 隣 地 境 界 線

ま で の 距 離 が １ メ ー ト ル 以 上 で あ る こ と 。  

３  建 築 設 備 に 関 す る 基 準  

  換 気 設 備 は 、 排 気 が 隣 地 に 向 け て 排 出 さ れ る お そ れ の あ る 位 置

及 び 方 向 に 設 置 し な い こ と 。  
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横 浜 市 条 例 第 ２ 号  

   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 手 数 料 条 例 （ 平 成 12 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 32 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 ６ 号 中 「 第  120 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 、 第  120 条 の ２ 第 １

項 」 を 加 え 、 「 磁 気 デ ィ ス ク を も っ て 調 製 さ れ た 戸 籍 に 記 録 さ れ て

い る 事 項 の 全 部 若 し く は 一 部 を 証 明 し た 書 面 」 を 「 戸 籍 証 明 書 」 に

改 め 、 同 条 第 ７ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (7) の ２  戸 籍 法 第  120 条 の ３ 第 ２  

  項 の 規 定 に 基 づ く 戸 籍 電 子 証 明  

  書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 手 数 料  

  （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政  

  の 推 進 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 14  

  年 法 律 第  151 号 ） 第 ７ 条 第 １ 項  

  の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 第 １ 項  

  に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を  

  使 用 す る 方 法 （ 地 方 公 共 団 体 の  

  手 数 料 の 標 準 に 関 す る 政 令 に 規  

  定 す る 総 務 省 令 で 定 め る 金 額 等  

  を 定 め る 省 令 （ 平 成 12 年 自 治 省  

  令 第 ５ 号 ） 第 １ 条 の ２ に 規 定 す  

  る も の に 限 る 。 以 下 こ の 号 及 び  

  第 ９ 号 の ２ に お い て 同 じ 。 ） に  

  よ り 戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別  

  符 号 の 発 行 を 行 う 場 合 （ 当 該 発  

  行 に 係 る 戸 籍 電 子 証 明 書 の 請 求  

  が 同 項 の 規 定 に よ り 同 項 に 規 定  

  す る 電 子 情 報 処 理 組 織 を 使 用 す  

  る 方 法 に よ り 行 わ れ た 場 合 に 限  

  る 。 ） に お け る 当 該 発 行 に 係 る  

  も の 及 び 戸 籍 電 子 証 明 書 提 供 用  

  識 別 符 号 の 発 行 に 係 る 戸 籍 電 子  

  証 明 書 の 請 求 を 行 う 者 が 同 時 に  

  当 該 戸 籍 電 子 証 明 書 が 証 明 す る  

  事 項 と 同 一 の 事 項 を 証 明 す る 戸  

  籍 の 謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 戸 籍  

  証 明 書 の 請 求 を 行 う 場 合 に お け  

  る 当 該 発 行 に 係 る も の を 除 く 。  

  ）               戸 籍 電 子 証 明  

                 書 提 供 用 識 別  
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                 符 号 １ 件 に つ  

                 き          400 円  

 第 ２ 条 第 ８ 号 中 「 第  120 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 、 第  120 条 の ２ 第 １

項 」 を 加 え 、 「 磁 気 デ ィ ス ク を も っ て 調 製 さ れ た 除 か れ た 戸 籍 に 記

録 さ れ て い る 事 項 の 全 部 若 し く は 一 部 を 証 明 し た 書 面 」 を 「 除 籍 証

明 書 」 に 改 め 、 同 条 第 ９ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (9) の ２  戸 籍 法 第  120 条 の ３ 第 ２  

  項 の 規 定 に 基 づ く 除 籍 電 子 証 明  

  書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行 手 数 料  

  （ 情 報 通 信 技 術 を 活 用 し た 行 政  

  の 推 進 等 に 関 す る 法 律 第 ７ 条 第  

  １ 項 の 規 定 に よ り 同 法 第 ６ 条 第  

  １ 項 に 規 定 す る 電 子 情 報 処 理 組  

  織 を 使 用 す る 方 法 に よ り 除 籍 電  

  子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の 発 行  

  を 行 う 場 合 （ 当 該 発 行 に 係 る 除  

  籍 電 子 証 明 書 の 請 求 が 同 項 の 規  

  定 に よ り 同 項 に 規 定 す る 電 子 情  

  報 処 理 組 織 を 使 用 す る 方 法 に よ  

  り 行 わ れ た 場 合 に 限 る 。 ） に お  

  け る 当 該 発 行 に 係 る も の 及 び 除  

  籍 電 子 証 明 書 提 供 用 識 別 符 号 の  

  発 行 に 係 る 除 籍 電 子 証 明 書 の 請  

  求 を 行 う 者 が 同 時 に 当 該 除 籍 電  

  子 証 明 書 が 証 明 す る 事 項 と 同 一  

  の 事 項 を 証 明 す る 除 か れ た 戸 籍  

  の 謄 本 若 し く は 抄 本 又 は 除 籍 証  

  明 書 の 請 求 を 行 う 場 合 に お け る  

  当 該 発 行 に 係 る も の を 除 く 。 ）  除 籍 電 子 証 明  

                 書 提 供 用 識 別  

                 符 号 １ 件 に つ  

                 き          700 円  

 第 ２ 条 第 10 号 中 「 証 明 書 又 は 」 を 「 証 明 書 、 」 に 改 め 、 「 事 項 の

証 明 書 」 の 次 に 「 又 は 同 法 第  120 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 届 書

等 情 報 の 内 容 の 証 明 書 」 を 加 え 、 同 条 第 11 号 中 「 受 理 し た 書 類 」 の

次 に 「 又 は 同 法 第  120 条 の ６ 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ く 届 書 等 情 報 の 内

容 を 表 示 し た も の 」 を 加 え 、 「 １ 件 」 を 「 又 は 届 書 等 情 報 の 内 容 を

表 示 し た も の １ 件 」 に 改 め る 。  

 第 ２ 条 中 第  125 号 の ２ を 第  125 号 の ２ の ３ と し 、 第  125 号 の 次 に

次 の ２ 号 を 加 え る 。  



                     横 浜 市 報    号外第２ 令和６年２月22日 

8 

 (125) の ２  建 築 基 準 法 第 86 条 の ７  

  第 １ 項 の 規 定 に よ る 既 存 の 建 築  

  物 に つ い て の 同 法 第 43 条 第 １ 項  

  の 規 定 に よ る 建 築 物 の 敷 地 と 道  

  路 と の 関 係 に 関 す る 制 限 の 適 用  

  除 外 に 係 る 建 築 基 準 法 施 行 令 （  

  昭 和 25 年 政 令 第  338 号 ） 第  137  

  条 の 12 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ く 認  

  定 申 請 手 数 料          同         27,000 円  

 (125) の ２ の ２  建 築 基 準 法 第 86 条  

  の ７ 第 １ 項 の 規 定 に よ る 既 存 の  

  建 築 物 に つ い て の 同 法 第 44 条 第  

  １ 項 の 規 定 に よ る 道 路 内 に お け  

  る 建 築 制 限 の 適 用 除 外 に 係 る 建  

  築 基 準 法 施 行 令 第  137 条 の 12 第  

  ７ 項 の 規 定 に 基 づ く 認 定 申 請 手  

  数 料              同         27,000 円  

 第 ２ 条 第  134 号 中 「 （ 昭 和 25 年 政 令 第  338 号 ） 」 を 削 り 、 同 条 第  

 136 号 、 第  136 号 の ２ 、 第  139 号 の ９ 、 第  139 号 の 10 、 第  139 号 の

17 、 第  139 号 の 23 及 び 第  139 号 の 23 の ２ 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消

費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向

上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の 24 中 「 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ

ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 施 行 規 則 」 に 、 「 建 築 物 の エ ネ ル

ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性

能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改 め 、 同 条 第  139 号 の 25 か ら 第  139 号

の 31 ま で の 規 定 中 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法

律 」 を 「 建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 等 に 関 す る 法 律 」 に 改

め 、 同 条 第  153 号 ヌ (ア) 中 「   1,180,000  円 」 を 「   1,450,000  円 」 に 改

め 、 同 号 ヌ (イ) 中 「   1,410,000  円 」 を 「   1,720,000  円 」 に 改 め 、 同 号

ヌ (ウ) 中 「   1,590,000  円 」 を 「   1,920,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ヌ (エ) 中 「  

  1,950,000  円 」 を 「   2,360,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ヌ (オ) 中 「   2,270,00   

0 円 」 を 「   2,740,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ヌ (カ) 中 「   4,550,000  円 」 を

「   5,640,000  円 」 に 改 め 、 同 号 ヌ (キ) 中 「   5,820,000  円 」 を 「  7,240,  

000 円 」 に 改 め 、 同 号 ヌ (ク) 中 「   7,070,000  円 」 を 「   8,790,000  円 」

に 改 め 、 同 条 第  171 号 ア 中 「 者 （ イ 」 の 次 に 「 及 び ウ 」 を 加 え 、 同

号 イ 中 「 す る も の 」 の 次 に 「 （ ウ に 掲 げ る も の を 除 く 。 ） 」 を 加 え

、 同 号 中 ウ を エ と し 、 イ の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

  ウ  高 圧 ガ ス 保 安 法 第 ５ 条 第 １  

   項 第 １ 号 に 該 当 す る 者 で あ っ  
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   て 移 動 式 製 造 設 備 の み を 使 用  

   し て 高 圧 ガ ス の 製 造 を し 、 か  

   つ 、 当 該 移 動 式 製 造 設 備 に つ  

   い て 液 化 石 油 ガ ス の 保 安 の 確  

   保 及 び 取 引 の 適 正 化 に 関 す る  

   法 律 （ 昭 和 42 年 法 律 第  149 号  

   ） 第 37 条 の ４ 第 １ 項 の 許 可 を  

   受 け た も の          同         6,000 円  

 第 ２ 条 第  175 号 ア 中 「 第  171 号 ア か ら ウ ま で 」 を 「 第  171 号 ア か

ら エ ま で 」 に 改 め 、 「 （ 昭 和 42 年 法 律 第  149 号 ） 」 を 削 る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 ２ 条

第 ６ 号 の 改 正 規 定 、 同 条 第 ７ 号 の 次 に １ 号 を 加 え る 改 正 規 定 、 同

条 第 ８ 号 の 改 正 規 定 、 同 条 第 ９ 号 の 次 に １ 号 を 加 え る 改 正 規 定 並

び に 同 条 第 10 号 及 び 第 11 号 の 改 正 規 定 は 、 同 年 ３ 月 １ 日 か ら 施 行

す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 手 数 料 条 例 第 ２ 条 第  153 号 ヌ (ア)

か ら (ク) ま で 及 び 第  171 号 ウ の 規 定 は 、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の

申 請 に 係 る 手 数 料 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 の 申 請 に 係 る 手 数 料 に

つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ３ 号  

   区 の 設 置 並 び に 区 の 事 務 所 の 位 置 、 名 称 及 び 所 管 区 域 を  

   定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 区 の 設 置 並 び に 区 の 事 務 所 の 位 置 、 名 称 及 び 所 管 区 域 を 定 め る 条

例 （ 昭 和 34 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る

。  

 第 ２ 条 の 表 泉 区 の 項 区 域 の 欄 中 「 弥 生 台 」 の 次 に 「 、 ゆ め が 丘 」

を 加 え る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ４ 号  

   横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 等 に お け る 支 援 措 置 に 関  

   す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 等 に お け る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例

（ 平 成 30 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ２ 条 第 16 号 中 「 土 地 」 の 次 に 「 （ 国 又 は 地 方 公 共 団 体 が 所 有 す

る も の に 限 る 。 ） 」 を 加 え 、 同 号 ア 中 「 類 す る も の （ 」 の 次 に 「 国

が 交 付 す る も の の う ち 脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資 す る も の と し て 市 長 が

定 め る も の 及 び 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 18 号 と し 、 同 条 第 15 号 ア (ア)

中 「 事 務 所 」 の 次 に 「 及 び 先 端 技 術 工 場 以 外 の 大 企 業 者 が 設 置 す る

工 場 （ み な と み ら い 21 地 域 、 横 浜 駅 周 辺 地 域 、 関 内 周 辺 地 域 及 び 新

横 浜 都 心 地 域 に あ っ て は 、 工 場 ） 」 を 加 え 、 「 (カ) 」 を 「 (キ) 」 に 改 め

、 同 号 ア (イ) を 次 の よ う に 改 め る 。  

   (イ)  賃 貸 研 究 所 と し て 賃 貸 す る こ と （ 賃 貸 研 究 所 と し て 賃 貸  

す る 部 分 の 床 面 積 （ 建 物 の 区 分 所 有 等 に 関 す る 法 律 （ 昭 和

37 年 法 律 第 69 号 ） 第 ２ 条 第 ４ 項 に 規 定 す る 共 用 部 分 の 床 面

積 を 除 く 。 以 下 同 じ 。 ） の 合 計 の ２ 分 の １ 以 上 を 、 市 内 に

事 業 所 を 有 し な い 中 小 企 業 者 若 し く は 大 企 業 者 で 事 業 所 を

設 置 す る も の 又 は 市 内 に 事 業 所 を 有 す る 中 小 企 業 者 若 し く

は 大 企 業 者 で 事 業 所 を 設 置 す る も の の う ち 市 内 に お い て 有

し て い な い 種 類 の 事 業 所 を 設 置 す る も の 若 し く は 市 内 に お

い て 事 業 所 を 拡 張 す る こ と と な る も の に 賃 貸 す る 場 合 に 限

る 。 ） 。  

 第 ２ 条 第 15 号 ア (ウ) 中 「 特 定 賃 貸 業 務 ビ ル 」 及 び 「 特 定 賃 貸 業 務 ビ

ル の 事 業 所 」 を 「 改 修 型 賃 貸 研 究 所 」 に 、 「 事 業 所 を 」 を 「 研 究 所

を 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 (ク) を (ケ) と し 、 同 号 ア (キ) 中 「 賃 貸 研 究 所 等 又 は

特 定 賃 貸 業 務 ビ ル 」 を 「 賃 貸 研 究 所 、 改 修 型 賃 貸 研 究 所 又 は 賃 貸 工

場 」 に 改 め 、 同 号 ア 中 (キ) を (ク) と し 、 (カ) を (キ) と し 、 同 号 ア (オ) 中 「 研 究

所 等 」 を 「 研 究 所 又 は 工 場 」 に 改 め 、 「 （ 研 究 所 を 併 設 す る 工 場 で

規 則 で 定 め る も の を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 削 り 、 同 号 ア (オ) を 同 号

ア (カ) と し 、 同 号 ア 中 (エ) を (オ) と し 、 (ウ) の 次 に 次 の よ う に 加 え る 。  

   (エ)  賃 貸 工 場 と し て 賃 貸 す る こ と （ 賃 貸 工 場 と し て 賃 貸 す る  

部 分 の 床 面 積 の 合 計 の ２ 分 の １ 以 上 を 、 市 内 に 工 場 若 し く

は 研 究 所 （ 以 下 こ の (エ) に お い て 「 工 場 等 」 と い う 。 ） を 有

し な い 中 小 企 業 者 若 し く は 大 企 業 者 で 工 場 等 を 設 置 す る も

の 又 は 市 内 に 工 場 等 を 有 す る 中 小 企 業 者 若 し く は 大 企 業 者

で 工 場 等 を 設 置 す る も の の う ち 市 内 に お い て 工 場 等 を 拡 張

す る こ と と な る も の に 賃 貸 す る 場 合 に 限 る 。 ） 。  

 第 ２ 条 第 15 号 イ を 削 り 、 同 号 ウ 中 「 中 小 企 業 者 」 を 「 別 表 第 ３ に

規 定 す る 分 野 の 事 業 を 営 む 中 小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 」 に 、 「 別 表 第
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３ 」 を 「 同 表 」 に 改 め 、 同 号 ウ (ア) 中 「 本 社 等 以 外 の 事 務 所 」 を 「 事

務 所 及 び 先 端 技 術 工 場 以 外 の 大 企 業 者 が 設 置 す る 工 場 」 に 改 め 、 同

号 中 ウ を イ と し 、 エ を ウ と し 、 同 号 オ 中 「 み な と み ら い 21 地 域 、 横

浜 駅 周 辺 地 域 、 関 内 周 辺 地 域 、 新 横 浜 都 心 地 域 、 港 北 ニ ュ ー タ ウ ン

地 域 、 京 浜 臨 海 部 地 域 又 は 臨 海 南 部 工 業 地 域 に お い て 、 別 表 第 ２ に

規 定 す る 分 野 （ 同 表 に 規 定 す る 自 然 科 学 研 究 に 関 連 す る 分 野 で 規 則

で 定 め る も の を 除 く 。 ） 」 を 「 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ３ に 規 定 す る 地

域 に お い て 、 こ れ ら の 表 に 規 定 す る 分 野 」 に 改 め 、 同 号 オ を 同 号 エ

と し 、 同 号 カ 中 「 み な と み ら い 21 地 域 、 横 浜 駅 周 辺 地 域 、 関 内 周 辺

地 域 、 新 横 浜 都 心 地 域 、 港 北 ニ ュ ー タ ウ ン 地 域 、 京 浜 臨 海 部 地 域 又

は 臨 海 南 部 工 業 地 域 に お い て 、 別 表 第 ２ に 規 定 す る 分 野 （ 同 表 に 規

定 す る 自 然 科 学 研 究 に 関 連 す る 分 野 で 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 ）

」 を 「 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ３ に 規 定 す る 地 域 に お い て 、 こ れ ら の 表

に 規 定 す る 分 野 」 に 改 め 、 同 号 カ を 同 号 オ と し 、 同 号 に 次 の よ う に

加 え る 。  

  カ  み な と み ら い 21 地 域 、 関 内 周 辺 地 域 、 新 横 浜 都 心 地 域 、 京

浜 臨 海 部 地 域 又 は 臨 海 南 部 工 業 地 域 に お い て 、 別 表 第 ２ に 規

定 す る 分 野 の 事 業 を 営 む 基 準 売 上 高 事 業 者 が 、 家 屋 を 賃 借 し

て 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 従 業 者 の 人 数 が 30 人 以 上 50 人

未 満 の 規 模 の 本 社 等 を 設 置 す る こ と （ 以 下 「 30 人 型 固 定 資 産

賃 借 企 業 立 地 等 」 と い う 。 ） 。  

 第 ２ 条 第 15 号 を 同 条 第 17 号 と し 、 同 条 第 14 号 中 「 建 築 基 準 法 施 行

令 」 の 次 に 「 （ 昭 和 25 年 政 令 第  338 号 ） 」 を 、 「 床 面 積 」 の 次 に 「

（ 同 項 第 ３ 号 に 規 定 す る 床 面 積 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同

号 を 同 条 第 16 号 と し 、 同 条 中 第 13 号 を 削 り 、 第 12 号 を 第 15 号 と し 、

第 11 号 を 第 14 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (13)  改 修 型 賃 貸 研 究 所  既 存 の 家 屋 を 増 築 し 、 又 は 改 修 し て 、 研

究 所 と し て 賃 貸 す る こ と を 目 的 と し た 施 設 で 規 則 で 定 め る 基 準

に 適 合 す る も の を い う 。  

 第 ２ 条 第 10 号 中 「 と し て 」 の 次 に 「 、 又 は 研 究 所 及 び 事 業 所 （ 研

究 所 を 除 く 。 ） と し て 」 を 、 「 施 設 」 の 次 に 「 で 規 則 で 定 め る 基 準

に 適 合 す る も の 」 を 加 え 、 同 号 を 同 条 第 12 号 と し 、 同 号 の 前 に 次 の

１ 号 を 加 え る 。  

 (11)  先 端 技 術 工 場  大 企 業 者 が 設 置 す る 研 究 所 を 併 設 す る 工 場 で

規 則 で 定 め る も の を い う 。  

 第 ２ 条 中 第 ９ 号 を 第 10 号 と し 、 第 ６ 号 か ら 第 ８ 号 ま で を １ 号 ず つ

繰 り 下 げ 、 第 ５ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (6)  基 準 売 上 高 事 業 者  基 準 事 業 年 度 の 売 上 高 の 額 （ 規 則 で 定 め

る と こ ろ に よ り 算 定 し た 額 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い て 同 じ 。

） が   100,000,000  円 以 上 （ 中 小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 が 次 条 第 ３
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項 に 規 定 す る 承 継 を し た 者 そ の 他 規 則 で 定 め る 者 で あ る 場 合 は

、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り 算 定 し た 売 上 高 の 額 又 は こ れ に 相

当 す る 額 が 規 則 で 定 め る 額 以 上 ） で あ り 、 か つ 、 基 準 事 業 年 度

の 売 上 高 の 額 が 基 準 事 業 年 度 の 前 事 業 年 度 の 売 上 高 の 額 の 10 分

の ３ 以 上 増 加 し た 中 小 企 業 者 又 は 大 企 業 者 で あ っ て 同 条 第 １ 項

に 規 定 す る 認 定 の 申 請 の 時 点 で 設 立 か ら ３ 年 を 経 過 し 、 か つ 、

15 年 を 経 過 し て い な い も の （ 前 ２ 号 に 規 定 す る 者 を 除 く 。 ） を

い う 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 中 小 企 業 者 又 は 」 を 「 第 ９ 条 か ら 第 11 条 ま で に

規 定 す る 助 成 金 の 交 付 又 は 第 16 条 に 規 定 す る 市 民 税 の 法 人 税 割 の 特

例 を 受 け よ う と す る 中 小 企 業 者 又 は 」 に 、 「 前 条 第 15 号 ア か ら エ ま

で 」 を 「 前 条 第 17 号 ア か ら ウ ま で 」 に 、 「  5,000,000,000  円 以 上 （

同 号 イ (イ) に 掲 げ る 行 為 に 係 る 企 業 立 地 等 を 行 お う と す る 場 合 は 7,00  

0,000,000   円 」 を 「  3,000,000,000  円 以 上 （ 改 修 型 賃 貸 研 究 所 の 設

置 の 場 合 は  1,000,000,000  円 」 に 、 「 同 号 オ 」 を 「 同 号 エ 、 オ 」 に

、 「 受 け る こ と が で き る 」 を 「 受 け な け れ ば な ら な い 」 に 改 め 、 同

条 第 ２ 項 第 １ 号 中 「 賃 貸 研 究 所 等 」 を 「 賃 貸 研 究 所 、 改 修 型 賃 貸 研

究 所 、 賃 貸 工 場 」 に 改 め 、 「 、 特 定 賃 貸 業 務 ビ ル 」 を 削 り 、 同 条 第

４ 項 第 ３ 号 イ 中 「 50 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 」 の 次 に 「 又 は 30

人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 」 を 加 え 、 同 条 第 ６ 項 中 「 期 間 内 」 を

「 期 日 ま で 」 に 改 め る 。  

 第 ６ 条 第 １ 項 第 ２ 号 中 「 期 間 内 」 を 「 期 日 ま で 」 に 改 め る 。  

 第 ９ 条 第 １ 項 中 「  5,000,000,000  円 」 を 「  3,000,000,000  円 」 に

、 「 第 ２ 条 第 15 号 イ (イ) に 掲 げ る 行 為 に 係 る 企 業 立 地 等 の 場 合 は 7,00  

0,000,000   円 」 を 「 改 修 型 賃 貸 研 究 所 の 設 置 の 場 合 は  1,000,000,00   

0 円 」 に 、 「 次 の 各 号 に 掲 げ る 場 合 ご と に 当 該 各 号 に 掲 げ る 割 合 」

を 「 別 表 第 ５ に 規 定 す る 助 成 率 」 に 、 「 別 表 第 ５ 」 を 「 同 表 」 に 改

め 、 同 項 各 号 を 削 り 、 同 条 第 ２ 項 中 「  5,000,000,000  円 」 を 「 3,00  

0,000,000   円 」 に 、 「 、 関 内 周 辺 地 域 に あ っ て は  100 分 の 10 を 、 新

横 浜 都 心 地 域 に あ っ て は  100 分 の ８ 」 を 「 別 表 第 ５ に 規 定 す る 助 成

率 」 に 、 「  2,000,000,000  円 （ 家 屋 の 新 築 又 は 増 築 を 伴 わ な い 特 定

再 生 企 業 立 地 等 に あ っ て は 、  1,000,000,000  円 ） 」 を 「 同 表 に 規 定

す る 上 限 額 」 に 改 め 、 同 条 第 ４ 項 中 「 第 1 項 」 を 「 第 13 条 第 １ 項 の

規 定 に よ る 通 知 を 受 け た 第 1 項 」 に 、 「 者 は 」 を 「 固 定 資 産 取 得 事

業 者 又 は 特 定 再 生 事 業 者 は 」 に 改 め 、 「 期 日 （ 」 の 次 に 「 規 則 で 定

め る と こ ろ に よ り 助 成 金 を 分 割 し て 交 付 す る 場 合 は 、 交 付 す る 年 度

ご と に 市 長 が 指 定 す る 期 日 。」 を 加 え 、 同 条 第 ５ 項 中 「 範 囲 内 に お

い て 」 を 「 定 め る と こ ろ に よ り 」 に 、 「 決 定 す る も の と す る 」 を 「

決 定 し な け れ ば な ら な い 」 に 改 め る 。  

 第 10 条 第 １ 項 中 「 第 ２ 条 第 15 号 ア (イ) 」 を 「 第 ２ 条 第 17 号 ア (イ) 」 に
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、 「 (キ) 若 し く は (ク) 」 を 「 (エ) 、 (ク) 若 し く は (ケ) 」 に 、 「 イ (ウ) 」 を 「 イ (イ)

」 に 改 め 、 「 助 成 金 を 」 の 次 に 「 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ り 」 を

加 え 、 同 項 第 ２ 号 中 「 あ っ て は 50 人 」 の 次 に 「 、 30 人 型 固 定 資 産 賃

借 企 業 立 地 等 を 行 う 固 定 資 産 賃 借 事 業 者 に あ っ て は 30 人 」 を 加 え る

。  

 第 11 条 第 １ 項 中 「 助 成 金 を 」 の 次 に 「 、 予 算 の 定 め る と こ ろ に よ

り 、」 を 加 え る 。  

 第 13 条 第 １ 項 中 「 通 知 す る も の と す る 」 を 「 通 知 し な け れ ば な ら

な い 」 に 、 「 同 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 場 合 ご と に 当 該 各 号 に 掲 げ る

割 合 、 関 内 周 辺 地 域 に お け る 特 定 再 生 企 業 立 地 等 の 場 合 は  100 分 の

10 又 は 新 横 浜 都 心 地 域 に お け る 特 定 再 生 企 業 立 地 等 の 場 合 は  100 分

の ８ 」 を 「 別 表 第 ５ に 規 定 す る 助 成 率 」 に 改 め る 。  

 第 16 条 の 見 出 し 中 「 法 人 の 市 民 税 」 を 「 市 民 税 の 法 人 税 割 」 に 改

め 、 同 条 第 １ 項 を 次 の よ う に 改 め る 。  

  固 定 資 産 賃 借 事 業 者 の 事 業 開 始 日 の 属 す る 事 業 年 度 （ 地 方 税 法

第  321 条 の ８ 第 １ 項 に 規 定 す る 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 で

あ る 事 業 年 度 を い う 。 以 下 こ の 条 及 び 別 表 第 ６ に お い て 同 じ 。 ）

の 翌 事 業 年 度 開 始 の 日 か ら ５ 年 （ 50 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等

又 は 30 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 で あ る 場 合 は ３ 年 ） を 経 過 す

る 日 ま で の 間 （ 以 下 「 対 象 期 間 」 と い う 。 ） に 開 始 す る 各 事 業 年

度 （ 以 下 「 対 象 事 業 年 度 」 と い う 。 ） に 係 る 市 民 税 の 法 人 税 割 に

限 り 、 同 表 の 規 定 に よ り 算 定 す る 額 （ 以 下 「 課 税 免 除 額 」 と い う

。 ） に 係 る 部 分 に つ い て 、 市 民 税 の 法 人 税 割 を 課 さ な い 。  

 第 16 条 第 ４ 項 を 同 条 第 ５ 項 と し 、 同 条 第 ３ 項 第 ３ 号 中 「 は 50 人 」

の 次 に 「 、 30 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 で あ る 場 合 は 30 人 」 を 加

え 、 同 項 を 同 条 第 ４ 項 と し 、 同 条 第 ２ 項 中 「 前 項 」 を 「 第 １ 項 」 に

改 め 、 同 項 第 ４ 号 中 「 別 表 第 ９ 」 を 「 別 表 第 ６ 」 に 改 め 、 同 項 を 同

条 第 ３ 項 と し 、 同 条 第 １ 項 の 次 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

２  み な と み ら い 21 地 域 に お い て 規 則 で 定 め る 認 定 を 受 け た 固 定 資

産 賃 借 事 業 者 に 関 す る 前 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 項 中 「 ５

年 」 と あ る の は 「 ６ 年 」 と 、 「 ３ 年 」 と あ る の は 「 ４ 年 」 と す る

。  

 第 17 条 第 １ 項 中 「 50 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 」 の 次 に 「 又 は

30 人 型 固 定 資 産 賃 借 企 業 立 地 等 」 を 加 え る 。  

 第 18 条 第 １ 項 中 「 第 16 条 第 ２ 項 」 を 「 第 16 条 第 ３ 項 」 に 、 「 同 条

第 ４ 項 」 を 「 同 条 第 ５ 項 」 に 、 「 賃 貸 研 究 所 等 」 を 「 賃 貸 研 究 所 、

改 修 型 賃 貸 研 究 所 、 賃 貸 工 場 」 に 改 め 、 「 、 特 定 賃 貸 業 務 ビ ル 」 を

削 る 。  

 附 則 第 １ 項 中 「 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 」 を 「 令 和 10 年 ３ 月 31 日 」 に 改

め る 。  
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 別 表 第 ２ 及 び 別 表 第 ３ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 ２ （ 第 ２ 条 第 10 号 、 第 14 号 、 第 17 号 ア 及 び エ か ら カ ま で 、 第  

 18 号 ）  

 地域の別  事業の分野          固定資産の取得         

みなとみらい21  

地域及び関内周  

辺地域     

全ての分野   １ 事業所（本社等以外の事務所及び工場を除く  

 。５において同じ。）を設置し、若しくは拡張  

 し、又は規則で定める行為をする目的で、次に  

 掲げる行為をすること。           

  (1)  土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産（規則で定めるものに限る。以下同じ  

  。）を取得すること。           

２ 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所の設備として賃貸するために、償却資産を  

  取得すること。              

３ 改修型賃貸研究所として賃貸する目的で、次  

 に掲げる行為をすること。          

 (1) 家屋の敷地（建築基準法施行令第１条第１  

  号の敷地をいう。以下同じ。）を取得し、又  

  は賃借して、当該家屋を取得して、増築し、  

  又は改修すること。            

 (2) 家屋を取得して、増築し、又は改修するこ  

  と。                   

 (3) 自ら所有する家屋を増築し、又は改修する  

  こと。                  

 (4) (1)から(3)までに掲げる行為に併せて、改修  

  型賃貸研究所の設備（改修型賃貸研究所の研  

  究所として賃貸する部分に係るものに限る。  
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    ）として賃貸するために、償却資産を取得す  

  ること。                 

４ 特定集客施設を設置し、又は規則で定める行  

 為をする目的で、次に掲げる行為をすること。  

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、特定集客  

  施設の設備として、償却資産を取得すること  

  。                    

５ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又  

 は規則で定めるところにより更新する目的で、  

 次に掲げる行為をすること。         

 (1) 償却資産を取得すること。        

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

横浜駅周辺地域  全ての分野   １ 事業所（本社等以外の事務所及び工場を除く  

 。４において同じ。）を設置し、若しくは拡張  

 し、又は規則で定める行為をする目的で、次に  

 掲げる行為をすること。           

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産を取得すること。          

２ 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所の設備として賃貸するために、償却資産を  

  取得すること。              

３ 特定集客施設を設置し、又は規則で定める行  
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   為をする目的で、次に掲げる行為をすること。  

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、特定集客  

  施設の設備として、償却資産を取得すること  

  。                    

４ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又  

 は規則で定めるところにより更新する目的で、  

 次に掲げる行為をすること。         

 (1) 償却資産を取得すること。        

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

新横浜都心地域  全ての分野   １ 事業所（本社等以外の事務所及び工場を除く  

 。４において同じ。）を設置し、若しくは拡張  

 し、又は規則で定める行為をする目的で、次に  

 掲げる行為をすること。           

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産を取得すること。          

２ 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所の設備として賃貸するために、償却資産を  

  取得すること。              

３ 改修型賃貸研究所として賃貸する目的で、次  

 に掲げる行為をすること。          

 (1) 家屋の敷地を取得し、又は賃借して、当該  

  家屋を取得して、増築し、又は改修すること  
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     。                    

 (2) 家屋を取得して、増築し、又は改修するこ  

  と。                   

 (3) 自ら所有する家屋を増築し、又は改修する  

  こと。                  

 (4) (1)から(3)までに掲げる行為に併せて、改修  

  型賃貸研究所の設備（改修型賃貸研究所の研  

  究所として賃貸する部分に係るものに限る。  

  ）として賃貸するために、償却資産を取得す  

  ること。                 

４ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、又  

 は規則で定めるところにより更新する目的で、  

 次に掲げる行為をすること。         

 (1) 償却資産を取得すること。        

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

港北ニュータウ  

ン地域     

全ての分野   １ 事業所（本社等以外の事務所及び先端技術工  

 場以外の大企業者が設置する工場を除く。３に  

 おいて同じ。）を設置し、若しくは拡張し、先  

 端技術工場への変更をし、又は規則で定める行  

 為をする目的で、次に掲げる行為をすること。  

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産を取得すること。          

２ 賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所の設備として賃貸するために、償却資産を  

  取得すること。              

３ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若  
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   しくは規則で定めるところにより更新し、又は  

 先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 償却資産を取得すること（１(3)に掲げる行 

  為を除く。）。              

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

京浜臨海部地域  

、鶴見東部工業  

地域、鶴見西部  

・港北東部工業  

地域、臨海南部  

工業地域、内陸  

南部工業地域、  

旭・瀬谷工業地  

域、港北中部工  

業地域及び内陸  

北部工業地域  

環境・エネルギ  

ー及び健康・医  

療に関連する分  

野で規則で定め  

るもの並びに自  

然科学研究に関  

連する分野で規  

則で定めるもの  

並びに製造業等  

で規則で定める  

もの（以下「指  

定産業」と総称  

する。）    

１ 事業所（本社等以外の事務所及び先端技術工  

 場以外の大企業者が設置する工場を除く。２に  

 おいて同じ。）を設置し、若しくは拡張し、先  

 端技術工場への変更をし、又は規則で定める行  

 為をする目的で、次に掲げる行為をすること。  

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産を取得すること。          

２ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若  

 しくは規則で定めるところにより更新し、又は  

 先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。  

 (1) 償却資産を取得すること（１(3)に掲げる行 

  為を除く。）。              

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

全ての分野    賃貸研究所又は賃貸工場として賃貸する目的で  

、次に掲げる行為をすること。         

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所又は賃貸工場の設備として賃貸するために  

  、償却資産を取得すること。        

別 表 第 ３ （ 第 ２ 条 第 17 号 イ 、 エ 及 び オ 、 第 18 号 ）  
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 地域の別  事業の分野         固定資産の取得        

企業立地等促進  

特定地域以外の  

市域      

指定産業    １ 事業所（事務所及び先端技術工場以外の大企  

 業者が設置する工場を除く。２において同じ。  

 ）を設置し、若しくは拡張し、先端技術工場へ  

 の変更をし、又は規則で定める行為をする目的  

 で、次に掲げる行為をすること。       

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築し、若しくは増築し、又は当該土  

  地に存する家屋を取得すること（取得した家  

  屋を改修することを含む。）。       

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築し、又は増築すること。       

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、当該事業  

  所の設備を新設し、又は増設するために、償  

  却資産を取得すること。          

２ 事業所の設備を新設し、若しくは増設し、若  

 しくは規則で定めるところにより更新し、又は  

 先端技術工場への変更をする目的で、次に掲げ  

 る行為をすること。             

 (1) 償却資産を取得すること（１(3)に掲げる行 

  為を除く。）。              

 (2) (1)に掲げる行為に併せて家屋を改修するこ  

  と。                   

 全ての分野    賃貸研究所として賃貸する目的で、次に掲げる  

行為をすること。               

 (1) 土地を取得し、又は賃借して、当該土地に  

  家屋を新築すること。           

 (2) 自ら所有し、又は賃借している土地に家屋  

  を新築すること。             

 (3) (1)又は(2)に掲げる行為に併せて、賃貸研究  

  所の設備として賃貸するために、償却資産を  

  取得すること。              

 別 表 第 ４ 中 「 （ 第 ２ 条 第 15 号 エ 、 第 16 号 ） 」 を 「 （ 第 ２ 条 第 17 号

ウ 、 第 18 号 ） 」 に 改 め 、 同 表 第 ３ 号 中 「 （ 建 築 基 準 法 施 行 令 第 １ 条

第 １ 号 の 敷 地 を い う 。 ） 」 を 削 る 。  

 別 表 第 ５ を 次 の よ う に 改 め る 。  

別 表 第 ５ （ 第 ９ 条 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で 、 第 13 条 第 １ 項 ）  

 地域の別  事業の分野  事業所等の種類    助成率      上限額    

みなとみらい 

21地域    

脱炭素化に関 

連する分野で 
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 規則で定める 

もの（以下「 

重点脱炭素分 

野」という。 

）  

研究所     

 

 

100分の20 

 

 

 3,000,000,000円  

（500,000,000円）  

 

 

 上記以外の全 

ての分野   

研究所、賃貸研  

究所及び改修型  

賃貸研究所   

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

  本社等及び特定  

集客施設    
100分の５ 

 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

横浜駅周辺地 

域      

全ての分野  研究所及び賃貸  

研究所     
100分の10 

 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

本社等及び特定  

集客施設    
100分の５ 

 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

関内周辺地域 重点脱炭素分

野  
研究所     100分の20 

 3,000,000,000円  

（500,000,000円）  

 上記以外の全

ての分野   

研究所、賃貸研  

究所、改修型賃  

貸研究所及び特  

定再生型賃貸業  

務ビル     

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

  本社等及び特定  

集客施設    
100分の５ 

 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

新横浜都心地 

域      

重点脱炭素分

野  
研究所     100分の20 

 3,000,000,000円  

（500,000,000円）  

上記以外の全

ての分野  

研究所、賃貸研  

究所、改修型賃  

貸研究所及び特  

定再生型賃貸業  

務ビル     

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

本社等     100分の５ 
 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

港北ニュータ 

ウン地域   

全ての分野  研究所、賃貸研  

究所及び工場（  

大企業者が設置  

する工場を除く  

。）      

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

  本社等及び先端  

技術工場    
100分の５ 

 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  
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京浜臨海部地 

域及び臨海南 

部工業地域  

重点脱炭素分

野  
研究所     100分の20 

 3,000,000,000円  

（500,000,000円）  

先端技術工場  100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

上記以外の全

ての分野   

研究所、賃貸研  

究所及び工場（  

大企業者が設置  

する工場を除く  

。）      

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

本社等、先端技  

術工場及び賃貸  

工場      

100分の５ 
 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

鶴見東部工業 

地域、鶴見西 

部・港北東部 

工業地域、内 

陸南部工業地 

域、旭・瀬谷 

工業地域、港 

北中部工業地 

域及び内陸北 

部工業地域  

全ての分野  研究所、賃貸研  

究所及び工場（  

大企業者が設置  

する工場を除く  

。）      

100分の10 
 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

本社等、先端技  

術工場及び賃貸  

工場      

100分の５ 
 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

企業立地等促 

進特定地域以 

外の市域   

全ての分野  研究所及び賃貸  

研究所     
100分の10 

 2,000,000,000円  

（300,000,000円）  

工場（先端技術  

工場以外の大企  

業者が設置する  

工場を除く。）  

100分の５ 
 1,000,000,000円  

（100,000,000円）  

 （ 備 考 ）  

   上 限 額 の 欄 に お け る （  ） 内 は 、 投 下 資 本 額 の う ち 土 地 の 取  

  得 に 係 る 費 用 に 相 当 す る 額 に 対 す る 助 成 の 上 限 額 と す る 。  

 別 表 第 ６ か ら 別 表 第 ８ ま で を 削 る 。  

 別 表 第 ９ 中 「 （ 第 16 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 第 ４ 号 ） 」 を 「 （ 第 16 条

第 １ 項 及 び 第 ３ 項 第 ４ 号 ） 」 に 、 「 控 除 額 の 」 を 「 課 税 免 除 額 の 」

に 改 め 、 同 表 第 １ 項 中 「 控 除 額 算 定 基 準 額 」 を 「 課 税 免 除 額 」 に 改

め 、 同 表 第 ２ 項 を 削 り 、 同 表 第 ３ 項 中 「 控 除 額 」 を 「 課 税 免 除 額 」

に 改 め 、 同 項 を 同 表 第 ２ 項 と し 、 同 表 備 考 １ 中 「 当 該 基 準 法 人 税 割

額 」 を 「 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 33 条

の ６ 第 １ 項 の 規 定 に よ り 固 定 資 産 賃 借 事 業 者 が 納 付 し な け れ ば な ら

な い 額 （ 地 方 税 法 又 は 同 条 例 の 規 定 に 基 づ き 当 該 法 人 税 割 額 か ら 控
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除 さ れ る 額 が あ る 場 合 に あ っ て は 当 該 額 を 控 除 し た 額 と し 、 同 法 第  

 321 条 の 11 第 １ 項 か ら 第 ３ 項 ま で に 規 定 す る 更 正 又 は 決 定 が あ っ た

場 合 に あ っ て は 当 該 更 正 又 は 決 定 に よ る 額 。 以 下 「 基 準 法 人 税 割 額

」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ５ 中 「 第 16 条 第 ４ 項 」 を 「 第 16 条

第 ５ 項 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ６ 中 「 50 未 満 」 の 次 に 「 、 30 人 型 固 定 資

産 賃 借 企 業 立 地 等 の 場 合 は 30 未 満 」 を 加 え 、 同 表 備 考 ７ 中 「 第 ３ 項

」 を 「 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同 表 備 考 ８ 中 「 控 除 額 算 定 基 準 額 に １ 円 」

を 「 課 税 免 除 額 に  100 円 」 に 改 め 、 同 表 を 別 表 第 ６ と す る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 等 に お

け る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） の 規 定 は

、 こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 に 新 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 企

業 立 地 等 事 業 計 画 の 認 定 を 申 請 し た 者 に つ い て 適 用 し 、 同 日 前 に

こ の 条 例 に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 企 業 立 地 等 促 進 特 定 地 域 等 に お け

る 支 援 措 置 に 関 す る 条 例 第 ３ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 企 業 立 地 等 事

業 計 画 の 認 定 を 申 請 し た 者 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ５ 号  

   横 浜 市 児 童 相 談 所 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 児 童 相 談 所 条 例 （ 昭 和 31 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 42 号 ） の 一 部

を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 １ 条 の 表 中 「 所 管 区 域 」 を 「 管 轄 区 域 」 に 、 「 横 浜 市 磯 子 区 」

を 「 横 浜 市 港 南 区 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 中 、 第 １ 条 の 表 の 改 正 規 定 （ 「 所 管 区 域 」 を 「 管 轄 区 域

」 に 改 め る 部 分 に 限 る 。 ） は 公 布 の 日 か ら 、 同 表 の 改 正 規 定 （ 「 所

管 区 域 」 を 「 管 轄 区 域 」 に 改 め る 部 分 を 除 く 。 ） は 規 則 で 定 め る 日

か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ６ 号  

   横 浜 市 斎 場 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 斎 場 条 例 （ 昭 和 55 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ９ 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。  

 第 ８ 条 を 第 13 条 と す る 。  

 第 ７ 条 第 ２ 項 中 「 第 ２ 条 」 を 「 第 ５ 条 」 に 改 め 、 同 条 第 ３ 項 中 「

第 ２ 条 の 規 定 に よ る 」 を 「 第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 使 用 の 」 に 改

め 、 同 条 を 第 11 条 と し 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 横 浜 市 斎 場 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 ）  

第 12 条  指 定 管 理 者 の 候 補 者 の 選 定 、 指 定 管 理 者 に よ る 第 ２ 条 第 １

項 各 号 に 掲 げ る 斎 場 の 管 理 の 業 務 に 係 る 評 価 等 に つ い て 調 査 審 議

す る た め 、 横 浜 市 斎 場 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員 会 を 置 く 。  

２  選 定 評 価 委 員 会 は 、 市 長 が 任 命 す る 委 員 10 人 以 内 を も っ て 組 織

す る 。  

３  前 項 に 定 め る も の の ほ か 、 選 定 評 価 委 員 会 の 組 織 及 び 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 市 長 が 定 め る 。  

 第 ６ 条 を 第 10 条 と す る 。  

 第 ５ 条 第 ６ 項 中 「 第 ３ 条 第 ２ 項 」 を 「 第 ６ 条 第 ２ 項 」 に 改 め 、 同

条 を 第 ９ 条 と し 、 第 ４ 条 を 第 ８ 条 と す る 。  

 第 ３ 条 第 １ 項 中 「 前 条 」 を 「 前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 斎 場 （ 別 表  

第 １ の ２ に 掲 げ る 斎 場 を 除 く 。 ） の 使 用 」 に 改 め 、 同 条 を 第 ６ 条 と

し 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 利 用 料 金 ）  

第 ７ 条  第 ５ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 別 表 第 １ の ２ に 掲 げ る 斎 場 の 使

用 の 許 可 を 受 け た 者 は 、 指 定 管 理 者 に 対 し 、 そ の 使 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。  

２  利 用 料 金 は 、 別 表 第 ２ の ２ に 定 め る 額 の 範 囲 内 に お い て 、 指 定

管 理 者 が 市 長 の 承 認 を 得 て 定 め る も の と す る 。  

３  利 用 料 金 は 、 前 納 と す る 。 た だ し 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場

合 は 、 こ の 限 り で な い 。  

４  指 定 管 理 者 は 、 必 要 が あ る と 認 め ら れ る 場 合 は 、 利 用 料 金 の 全

部 又 は 一 部 を 免 除 す る こ と が で き る 。  

 第 ２ 条 第 １ 項 中 「 市 長 」 の 次 に 「 （ 第 ２ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 同

項 第 １ 号 に 掲 げ る 業 務 を 指 定 管 理 者 に 行 わ せ る 場 合 に あ っ て は 、 当

該 指 定 管 理 者 。 次 項 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え 、 同 条 を 第 ５ 条 と し

、 第 １ 条 の 次 に 次 の ３ 条 を 加 え る 。  

 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 ）  

第 ２ 条  別 表 第 １ の ２ に 掲 げ る 斎 場 の 管 理 に 関 す る 次 に 掲 げ る 業 務

は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  244 条 の ２ 第 ３ 項 の 規

定 に よ り 、 指 定 管 理 者 （ 同 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者 を い う 。 以 下
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同 じ 。 ） に 行 わ せ る も の と す る 。  

 (1)  斎 場 の 施 設 の 使 用 の 許 可 等 に 関 す る こ と 。  

 (2)  火 葬 に 関 す る こ と 。  

 (3)  斎 場 の 施 設 及 び 設 備 の 維 持 管 理 に 関 す る こ と 。  

 (4)  そ の 他 市 長 が 定 め る 業 務  

２  市 長 は 、 指 定 管 理 者 を 指 定 し よ う と す る と き は 、 特 別 の 事 情 が

あ る と 認 め る 場 合 を 除 き 、 公 募 す る も の と す る 。  

３  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る も の は 、 事 業 計 画 書 そ の 他

規 則 で 定 め る 書 類 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

４  市 長 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 書 類 を 審 査 し 、 か つ 、 実

績 等 を 考 慮 し て 、 斎 場 の 設 置 の 目 的 を 最 も 効 果 的 に 達 成 す る こ と

が で き る と 認 め た も の を 指 定 管 理 者 と し て 指 定 す る 。  

５  市 長 は 、 第 ２ 項 の 規 定 に よ り 公 募 し 、 又 は 指 定 管 理 者 の 候 補 者

を 選 定 し よ う と す る と き は 、 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除

き 、 第 12 条 第 １ 項 に 規 定 す る 横 浜 市 斎 場 指 定 管 理 者 選 定 評 価 委 員

会 （ 以 下 「 選 定 評 価 委 員 会 」 と い う 。 ） の 意 見 を 聴 か な け れ ば な

ら な い 。  

 （ 指 定 管 理 者 の 指 定 等 の 公 告 ）  

第 ３ 条  市 長 は 、 指 定 管 理 者 の 指 定 を し た と き 、 及 び そ の 指 定 を 取

り 消 し た と き は 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 公 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 管 理 の 業 務 の 評 価 ）  

第 ４ 条  指 定 管 理 者 は 、 市 長 が 特 別 の 事 情 が あ る と 認 め る 場 合 を 除

き 、 そ の 指 定 の 期 間 に お い て 、 第 ２ 条 第 １ 項 各 号 に 掲 げ る 斎 場 の

管 理 に 関 す る 業 務 に つ い て 、 選 定 評 価 委 員 会 の 評 価 を 受 け な け れ

ば な ら な い 。  

 別 表 第 １ の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 １ の ２ （ 第 ２ 条 第 １ 項 、 第 ６ 条 第 １ 項 、 第 ７ 条 第 １ 項 ）  

 横 浜 市 久 保 山 斎 場  

 別 表 第 ２ 中 「（ 第 ３ 条 第 １ 項 ）」 を 「（ 第 ６ 条 第 １ 項 ）」 に 改 め

、 同 表 の 次 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

別 表 第 ２ の ２ （ 第 ７ 条 第 ２ 項 ）  

                      市内・市外 

種別       

   市 内       市 外    

横浜市久保山斎場  火葬炉  
10歳以上       12,000円      50,000円  

10歳未満        8,000円      34,000円  

死胎          2,400円      10,000円  

人体の一部       2,400円      10,000円  
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休憩室  40人用         5,000円       7,500円  

 （ 備 考 ）  

   「 市 内 」 と は 、 死 亡 者 に あ っ て は そ の 死 亡 時 の 住 所 が 、 死  

  胎 に あ っ て は そ の 死 産 時 の 父 又 は 母 の 住 所 が 、 人 体 の 一 部 に  

  あ っ て は そ の 者 の 住 所 が 横 浜 市 内 に あ る 場 合 を い い 、 「 市 外  

  」 と は そ れ 以 外 の 場 合 を い う 。  

 別 表 第 ３ 中 「 （ 第 ５ 条 第 ５ 項 ） 」 を 「 （ 第 ９ 条 第 ５ 項 ） 」 に 改 め  

る 。  

 別 表 第 ４ 中 「 （ 第 ７ 条 第 ３ 項 ） 」 を 「 （ 第 11 条 第 ３ 項 ） 」 に 改 め  

る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 次 項 の

規 定 は 公 布 の 日 か ら 、 第 ２ 条 の 改 正 規 定 及 び 同 条 を 第 ５ 条 と し 、

第 １ 条 の 次 に ３ 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 ２ 条 第 ５ 項 に 係 る 部 分 に

限 る 。 ） 並 び に 第 ７ 条 の 改 正 規 定 及 び 同 条 を 第 11 条 と し 、 同 条 の

次 に １ 条 を 加 え る 改 正 規 定 （ 第 12 条 に 係 る 部 分 に 限 る 。 ） は 令 和

６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 斎 場 条 例 の 規 定 に 基 づ く 横 浜 市

久 保 山 斎 場 に 係 る 指 定 管 理 者 の 指 定 等 に 関 し 必 要 な 行 為 は 、 こ の

条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う こ と が で き る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ７ 号  

   横 浜 市 営 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 営 住 宅 条 例 （ 平 成 ９ 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 １ 号 ） の 一 部 を 次

の よ う に 改 正 す る 。  

 第 ７ 条 第 ２ 項 第 ９ 号 イ 中 「 第 10 条 第 １ 項 」 の 次 に 「 及 び 第 10 条 の

２ 」 を 加 え 、 同 号 エ 中 「 婦 人 相 談 所 」 を 「 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー （

困 難 な 問 題 を 抱 え る 女 性 へ の 支 援 に 関 す る 法 律 （ 令 和 ４ 年 法 律 第 52

号 ） 第 ９ 条 第 １ 項 又 は 第 ２ 項 に 規 定 す る 女 性 相 談 支 援 セ ン タ ー を い

う 。 ） 」 に 改 め る 。  

 別 表 の １ の 表 中  

「  

永 田 山 王 台 住 宅   を  

            」  

「  

永 田 山 王 台 住 宅  
 に 、  

中 村 町 住 宅  

            」  

「  

釜 利 谷 東 ハ イ ツ   を  

            」  

「   

釜 利 谷 東 ハ イ ツ  
 に 改 め る 。  

瀬 戸 橋 住 宅  

            」  

   附  則   

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 の １

の 表 の 改 正 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ８ 号  

   横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 （ 昭 和 37 年 ３ 月 横 浜 市 条 例 第 ７ 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 の 表 の 前 に 次 の よ う に 加 え る 。  

 １  改 良 住 宅  

 別 表 に 次 の １ 表 を 加 え る 。  

 ２  更 新 住 宅  

  名        称      位        置    

中   村   町   住   宅  横浜市南区  

瀬   戸   橋   住   宅  横浜市金沢区 

   附  則   

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 準 備 行 為 ）  

２  こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 の 規 定 に 基 づ く 中

村 町 住 宅 （ 更 新 住 宅 に 限 る 。 ） 及 び 瀬 戸 橋 住 宅 に 係 る 指 定 管 理 者

の 指 定 等 に 関 し 必 要 な 行 為 は 、 こ の 条 例 の 施 行 前 に お い て も 行 う

こ と が で き る 。  
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横 浜 市 条 例 第 ９ 号  

   横 浜 市 建 築 基 準 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例  

 横 浜 市 建 築 基 準 条 例 （ 昭 和 35 年 10 月 横 浜 市 条 例 第 20 号 ） の 一 部 を

次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 53 条 の ６ 第 １ 項 中 「 令 」 を 「 脱 炭 素 社 会 の 実 現 に 資 す る た め の

建 築 物 の エ ネ ル ギ ー 消 費 性 能 の 向 上 に 関 す る 法 律 等 の 一 部 を 改 正 す

る 法 律 の 一 部 の 施 行 に 伴 う 関 係 政 令 の 整 備 等 に 関 す る 政 令 （ 令 和 ５

年 政 令 第  280 号 ） 第 ２ 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 令 （ 次 項 に お い て 「

旧 令 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 条 第 ２ 項 中 「 令 第  108 条 の ３ 第 ４ 項

」 を 「 旧 令 第  108 条 の ３ 第 ４ 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 10 号  

   横 浜 市 婦 人 相 談 員 の 費 用 弁 償 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 横 浜 市 婦 人 相 談 員 の 費 用 弁 償 条 例 （ 昭 和 32 年 ５ 月 横 浜 市 条 例 第 18

号 ） は 、 廃 止 す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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横 浜 市 条 例 第 11 号  

   横 浜 市 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の  

   基 準 に 関 す る 条 例 を 廃 止 す る 条 例  

 横 浜 市 指 定 介 護 療 養 型 医 療 施 設 の 人 員 、 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に 関

す る 条 例 （ 平 成 24 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 72 号 ） は 、 廃 止 す る 。  

   附  則  

 こ の 条 例 は 、 令 和 ６ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


